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中山町優良田園住宅のご案内

TEL 023-662-2116お問い合わせは、お気軽に中山町建設課へ

山形県 中山町
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優良田園住宅とは

　優良田園住宅とは、農村地域や市街地周辺など、良好な自然環境を形成している
地域に建設される、一定の基準を満たした一戸建て住宅のことです。
　町では、農村地域の課題と都市
生活者のニーズを結びつけながら、�
定住人口の増加と農村地域の活性
化を図るため、「中山町優良田園
住宅の建設の促進に関する基本方
針」（以下「基本方針」という。）を
策定しました。
　基本方針に定められた事項を満
たす住宅は『優良田園住宅』の認
定を受け、どなたでも市街化調整
区域※に新たな住宅を建設できる
ようになりました。

優良田園住宅のイメージ

まるっと中山町の紹介

※�市街化調整区域：市街化を抑制し、
優れた自然環境等を守る区域として
開発や建築が制限されている区域。

芋煮会発祥の地

中山町は山形県のほぼ中央部、
ヘソの位置にあります。
自然と調和した
生活利便性の高い町づくりを
めざしています。

中山町の芋煮

建ぺい率　 ３０％以下
容積率　　 ５０％以下

３階建て以下

敷地面積
３００㎡以上

車で
20分（ ）



優良田園住宅の建設が認められるおおよその区域

　優良田園住宅建設を促進する区域は、市街化調整区域内で良好な居住環境の形成が見込まれ、次の立地条件
を全て満たすものとなります。

　　１．農業振興地域整備計画に定める農用地利用計画との調整が可能な区域
　　２．良好な田園住宅を建設するにふさわしい集落環境を有する区域
　　３．公共施設及び公益施設等の整備状況から、良好な居住環境が形成されると見込まれる区域
　　４．土砂崩れ等による災害が発生する恐れのない区域
　　５．既存集落内及び既存集落に隣接又は近接する区域
　　６．森林法の規定による保安林の指定がない区域

　なお、優良田園住宅の建設計画認定にあたっては、地域の動向等を踏まえ、個々の状況に応じて、町が判断
します。

　現在、町内の農村地域では、高齢化や人口の減少などが進み、地域コミュニティが弱まっています。一方、
交通網の整備等で移動範囲が広がったことや生活様式が多様化したこと、物質的な豊かさから精神的な豊かさ
を求める価値観の変化、環境への関心の高まりなどから、都市部では自然と共生する〝潤いと安らぎのある暮
らし〟が求められています。

求められる〝潤いと安らぎのある暮らし〟

　これまで、市街化調整区域の農村地域等に新たな住宅を建設することができるのは、農家やその地域出身者
などに限られていましたが、基本方針の策定により制限の範囲が緩和されました。自然と共生するゆとりある
住まいを求める都市生活者が農村地域に生活拠点を移すことにより、農村地域の課題解決と同時に、都市生活
者のニーズも満たすことができます。また、町全体の人口の増加・活性化も期待できます。

制限の緩和で両者のニーズを結びつける

※写真はイメージです



中山町建設課 〒９９０－０４９２ 山形県東村山郡中山町大字長崎１２０番地
TEL 023-662-2116　FAX 023-662-5176

お問い
合わせ

優良田園住宅建設までのながれ

優良田園住宅建設の基本的要件

⑴ 付属建築物：主たる建物に付属した建物のこと。
　 　　　　　　車庫・物置・小屋などを指します。
⑵ 建 ぺ い 率：敷地面積に対する建築面積の割合のこと。
⑶ 容 積 率：敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合のこと。
⑷ 壁 面 後 退：建物の外壁面を道路や隣地の境界から、ある距離を確保して離すこと。
⑸ 敷 地 盛 土：低地や斜面に土を盛って、地盤面の高さを上げること。

事　項 要　件

建築物の用途 自己用一戸建て専用住宅
（付属建築物⑴を含む）

敷 地 の 面 積 ３００㎡（約９１坪）以上
建 ぺ い 率⑵ １０分の３以下
容 積 率⑶ １０分の５以下

階 数 ・３階以下（地階を含む）
・高さ１２ｍ以下

建 築 物 の
壁 面 後 退⑷

道路境界及び隣地境界から２．２ｍ以
上であること。ただし、軒高２．３ｍ
以下の独立した車庫、物置等は道路
境界及び隣地境界から１．５ｍ以上で
あること。

事　項 要　件

建築物の色彩
建築物の外壁及び屋根の色彩は落ち着
いた色とし、周辺の既存景観と調和す
る風景を作り出すものであること。

垣 柵 の 構 造

できるだけ生け垣とし、特別な理由が
ない限り高さ１．５ｍ程度であること。
生け垣以外とするときは、周辺の既存
景観と調和のとれたものとし、高さは
前面道路の最高の高さから１．５ｍ以下
であること。
※詳しくはお問い合わせください。

敷地盛土⑸の
制 限

建築物等の地盤面の高さは、敷地と接
する前面道路の最低の高さから５０㎝以
下であること。
ただし、前面道路の傾斜が大きいなど
特別な事情がある場合は、前面道路の
最高の高さから１５㎝以下であること。用

語
の
説
明

相 談 　建設予定地の位置、区域、面積、地番が確認できる資料をお持ちになり、建設課へお越し
ください。お気軽にご相談ください。

認定申請 ●優良田園住宅建設計画認定申請書の提出

認 定 ●優良田園住宅建設計画認定書の交付（中山町より）

優良田園住宅建設計画認定後の手続き

［農業振興地域の整備に関する法律］
農用地区域からの除外（農振除外）

［農地法］
農地転用

開発行為の工事

建築工事

開発行為検査済証の交付（山形県より）

［都市計画法］開発行為許可申請・許可

［建築基準法］建築確認申請・確認済証

完 成 ●優良田園住宅建設計画に関する完了報告書の提出

事前協議 ●優良田園住宅の建設に関する事前協議書の提出
　※�　事前協議書の提出にあたっては、関係法令等担当部署や施設管理者等と十分に打ち合
わせを行ってください。
　優良田園住宅建設計画認定後には、都市計画法の規定による開発行為の許可が必要と
なりますので、許可基準に適合する計画内容としてください。


